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都市部における移動に関する社会的排除を解消するための交通サービスの種類および，サービス内容の

一部を明らかにすることを目的とした． 

具体的には，社会福祉学で研究されている社会的排除者の特定手法を基に，移動に関する社会的排除者

の特定手法を提案した．次に，この提案手法を用いて，研究対象地域における移動に関する社会的排除者

の特定を行った．この上で，移動に関する社会的排除者が必要とする交通サービスの種類や，移動に関す

る社会的排除者の属性，行くことができていない活動施設を明らかにした． 
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1. はじめに 

 

移動不便者の移動環境を向上させるための交通サ

ービスとして，種類やサービス内容が異なる様々な

手法が生み出されてきた．1) しかし，様々な手法が

生み出されてきたために，実際に移動不便者の移動

環境を向上させるための交通サービスを整備する際

に，どの手法をとればよいのか分からないという問

題が生じている．特に，この問題は，鉄道やバス，

タクシー等の既存の交通基盤がある程度整備されて

いる都市部において生じやすい問題であると言える．

したがって，本研究では，都市部における移動に関

する社会的排除者の移動環境を向上させるための交

通サービスに着目する． 

移動不便者とは，移動に不便を生じている人であ

り，様々な状態の人がいる．そのため，全ての移動

不便者の移動環境を向上させることは難しい．それ

では，どのような状態の移動不便者の移動環境を向

上させるべきなのだろうか． 

 ここで，公的な支援を行う対象者を決める考え方

の一つとして，社会的排除概念という考え方がある．

社会的排除概念は，主に社会福祉学の分野で扱われ

ており，社会的排除という状態を社会問題であると

捉え，社会的排除の状態にある人を公的な支援の対

象者とするべきである2)という考え方である．社会

的排除には明確な定義はないものの，「個人や一定

の集団が，所属する社会において，その社会では普

通と思われるような生活を送ることができない状態

またはその過程」3)として把握されている．したが

って，社会的排除概念の基では，公的な支援の対象

者は，社会の生活状況によって相対的に決定される

と考えられている．また，この社会的排除概念を適

用すると，移動環境を向上させるべき対象者は，移

動できないことが原因で社会的排除の状態にある人

となる． 

 以上を踏まえ，本研究では，移動できないことが

原因で社会的排除状態にある人の社会的排除を解消

するための交通サービスの提供内容について検討す

る．具体的には，交通サービスの種類および，対象

者，目的地とするべき活動施設について検討する．

本研究で検討する交通サービスの提供内容は，実際

に交通サービスを整備する際に決定しなければなら

ない事項の一部である．しかし，一部を明らかにす

ることにより，これまでよりも的を絞った議論を行

うことができる点に意義があると言える．また，こ

れ以降，移動できないことが原因で社会的排除状態

にある人を『移動に関する社会的排除者』と定義す

る． 

 

2. 既往研究と本研究の位置付け 

 

(1) 移動に関する社会的排除者の特定方法に関する

既往研究 

 原田ら 4 ) は，『病院に行くことができない人＝



 

 

 

移動に関する社会的排除者』と絶対的な定義を行っ

た上で，移動に関する社会的排除者の把握方法を提

案した．しかし，社会的排除者は社会の生活状況に

よって相対的に決定される．よって，移動に関する

社会的排除者は，社会の移動状況によって相対的に

決定される必要がある． 

 力石ら 5)は，『移動距離・外出時間が短い人ほど，

社会的排除の程度が大きい』と仮定した上で，移動

に関する社会的排除の程度の測定方法を提案した．

しかし，実際には，移動距離や外出時間が短くても

自由に移動できている人や，長くても移動したい場

所に移動できていない人が存在する．したがって，

個人が移動できているか否かを直接把握する必要が

ある． 

 

(2) 社会的排除者の特定方法に関する既往研究 

 社会福祉学の分野では，社会的必需項目を用いた

社会的排除者の特定方法が研究されてきた．6)7)具

体的な手法としては，以下の 3 つの手順を行ってい

る． 

a) 社会的必需項目作成 

 まず，社会的必需項目を作成する．社会的必需項

目とは，「一定の地域に暮らす人々にとって，共通

に必要なものをリスト化したもの 8)」である． 

b) 各項目に関する経験の質問 

 次に，社会的必需項目の各項目について，過去 1

年間の経験を直接質問する．その上で，経験したく

ても経験できていない状態を示す回答を，質問した

項目における『欠如』として把握する． 

c) 排除基準の設定 

 最後に，欠如している項目数毎に，回答者に占め

る割合を整理する．その上で，何項目以上の欠如で

社会的排除者とするのかの『排除基準』の設定を行

う． 

この手法を適用すると，個人の状態を個人の経験

で直接把握することができる．さらに，社会の生活

状況を考慮した上で，相対的に社会的排除者を特定

することができる．しかし，移動に関する社会的排

除者を特定することはできない． 

 

(3) 目的 

 以上の既往研究を踏まえると，個人の移動可否や

社会の移動状況を考慮した上での移動に関する社会

的排除者の特定方法は提案されていない．また，移

動に関する社会的排除者のための交通サービスにつ

いて言及した既往研究はない．したがって，本研究

では，都市部における移動に関する社会的排除者の

社会的排除を解消するための交通サービスの種類，

対象者，目的地とするべき活動施設について明らか

にすることを目的とする．その上で，具体的には，

以下の 3 点を行う。 

a) 移動に関する社会的排除者の特定方法の提案 

 前項で述べた社会的排除者の既往の特定方法 6)7)

の手順に従いながら，移動に関する社会的排除者の

特定方法を提案する．具体的には，社会的必需項目

各項目の質問方法，排除基準について提案する． 

b) 提案手法を適用した移動に関する社会的排除

者の特定 

 提案手法を適用し，研究対象地域における移動に

関する社会的排除者の特定を行う． 

c) 移動に関する社会的排除者の必要とする交通

サービスの提供内容の把握 

 特定した移動に関する社会的排除者が必要とする

交通サービスの種類，属性，移動することができて

いない活動施設を把握する． 

 

3. 移動に関する社会的排除者の特定方法の提

案 

 

 本章では，2(2)で述べた社会的排除者の既往の特

定方法に従いながら，移動に関する社会的排除者の

特定方法についての提案を行う． 

 

(1) 社会的必需項目の作成 

 目的の一つが，目的地とするべき活動施設を明ら

かにすることであることから，活動と活動施設を用

いて社会的必需項目を作成することとする． 

 まず，イギリスの社会的排除局によって作成され

た移動に関する社会的排除に関する報告書 9)におい

て，「アクセスが困難となることにより社会的排除

の一因となる」と指摘されている活動について項目

化したものを表 1 に示す．なお，社会的排除局とは，

イギリスのブレア政権によって設置されていた社会

的排除対策に取り組む機関である。 

 
表-1 アクセスが困難となることにより社会的排除 

   の一因となる活動 

次元 項目

①仕事 (a)就職活動・面接
②教育 (a)学校外での学習活動

(b)通学
(c)進学
(d)職業訓練
(e)保育施設への送迎

③医療 医療
④食料購入 食料購入

(a)公共施設・サービス
(b)交友
(c)社会活動・レジャー

⑤社会・文化・
スポーツ活動

 
 

日本においても，表-1 に項目化した活動へのアク

セスが困難になることが，社会的排除の一因となる

のかについては検証されていない．しかし，日本に

おいても表-1 に示した活動を行うことができない

ことは，社会的排除に陥る大きな要因であると認識

されている．2)6)10)11)したがって，日本においても，

表-1 に項目化した活動へのアクセスが困難となる

ことが社会的排除の一因となるとして，研究を進め

る．ここで，表-1 に項目化した活動のうち，「⑤



 

 

 

(a)公共施設・サービス」，「⑤(c)社会活動・レジ

ャー」に関しては，内容が漠然としており，どの活

動施設や活動までを対象とすべきなのか分からない．

そのため，日本において作成された社会的必需項目
6)の「公共施設・サービス」および「社会活動・レ

ジャー」の項目に含まれる活動施設や活動を用いて、

項目を詳細化する．その結果，社会的必需項目は，

表-2 に示す 18 項目となった． 

 
表-2 社会的必需項目 

次元 項目

仕事 (a)就職活動・面接
(b)通勤

教育 (a)学校外での学習活動
(b)通学
(c)進学
(d)職業訓練
(e)保育施設への送迎

医療 医療
食料購入 食料購入
社会・文化・ (a)公共施設・サービス
スポーツ活動 図書館

役所
保健所
公園、広場
(b)交友
(c)社会活動・レジャー
町内会などの活動
ボランティアや社会奉仕活動
趣味・スポーツ活動
その他定期的な会合がある活動  

 

(2) 各項目に関する経験の質問 

 次に，各項目に関する経験の質問方法について検

討を行う．基本的には，社会的排除者の既往の特定

方法 6)で実施されている質問の仕方に従う．この既

往手法の設問では，過去 1 年間の経験を質問してい

る．その上で，経験したくても経験できていない状

態を示す回答を，質問した項目における『欠如』と

して把握している．しかし，このままでは，「金銭

的な理由で食料が買えない」など，移動以外のこと

が原因である状態も欠如として把握してしまう．そ

のため，既往の設問に加え，移動できなかったこと

が理由なのかそれ以外の理由なのかを把握可能な設

問を追加する．その上で，「移動できなかったこと

が理由」という回答のみを質問項目における『欠

如』として把握することとする． 

 

(3) 排除基準の設定 

最後に，排除基準について検討を行う．既往手法
6)では，社会的排除者の割合が10～20%となるよう

に排除基準が設定されている．しかし，全員が移動

に関する社会的排除者であるとは考えにくい．した

がって，移動に関する社会的排除者を特定する際に，

10～20%の割合を用いると，緩めの排除基準になる．   

一方で，同じ既往手法6)において，「公共の交通

サービス」の項目が欠如している人の割合が4%で

ある．よって，4%の割合を用いると，厳しめの排

除基準になる可能性がある． 

 以上を踏まえ，移動に関する社会的排除者の割合

が 4～20%となる範囲で排除基準を設定することと

する． 

 

4. 移動に関する社会的排除者の特定 

 

 前章で提案した移動に関する社会的排除者の特定

方法を適用して，実際に移動に関する社会的排除者

の特定を行う．本章では，移動に関する社会的排除

者を特定するために設定した研究対象地域，実施し

た調査，移動に関する社会的排除者の特定結果につ

いて述べる． 

 

(1) 研究対象地域の概要 

 研究対象地域として，大阪市住之江区平林地域を

設定した．平林地域は，地域内に生活関連施設がな

く，地域外に移動しなければ生活が成り立たない地

域である．さらに，地域内にはニュートラムの駅が

あるものの，住民の居住地区を走行するバスはない．

そのため，行政が新たな交通サービスの整備を検討

している．したがって，本研究の研究対象地域とし

てふさわしいと言える． 

 

(2) 調査 

a) 調査の概要 

 平林地域において，移動に関する社会的排除者の

特定に向けた調査を実施した．この調査の概要を表

-3 に示す． 

表-3 調査の概要 

調査対象 平林地域内の2,892世帯
各世帯につき高校生以上の1名

調査方法 【配布】無作為にポスティング
【回収】郵送回収

調査期間 2013年11月28日（木）～12月10日（火）
調査結果 【回答票数】502

【回収率】17.3%
調査項目 ・社会的必需項目

・利用可能な交通サービスの種類
・個人属性  

b) 回答者の属性 

 平林地域の住民と比較して，回答者の属性に偏り

があるのか検証する．具体的には，性別および年齢

に着目し，比率の検定を行った．その結果，女性の

方が男性よりも，高齢者の方が非高齢者よりも，回

答率が高いことが分かった． 

 

(3) 移動に関する社会的排除者の特定結果 

a) 回答者に占める欠如している項目数毎の人数

および割合 

 調査結果を用いて，回答者に占める欠如している

項目数毎の人数および割合を表-4 に整理した。 



 

 

 

b) 欠如している項目数毎の人数および割合の推

計 

 回答者の属性の偏りを考慮した上で，平林地域の

住民に占める欠如している項目数毎の該当者人数お

よび割合の推計を行った．具体的には，欠如してい

る項目数毎に，該当者の性別・年齢に着目し，表-5

に示すように該当者を 4 分類した． 

 
表-4 回答者に占める欠如している項目数毎の人数 

   および割合 

欠如してい
る項目数

該当者
数（人）

回答者に占め
る割合（％）

1項目以上 89 17.7

2項目以上 45 9.0
3項目以上 27 5.4
4項目以上 15 3.0  

 

表-5 属性に着目した該当者の分類方法 

男性 女性 計

非高齢者 ① ②
高齢者 ③ ④

計 ⑤  
 

その上で，以下の式 1 の通りに，①から④のそれぞ

れの属性の推計人数を算出した．さらに，式 2 に示

すように，①から④のそれぞれの属性の推計人数

U1, U2, U3, U4の総和を，推計人数 U とした． 

 

Ui＝Pi×αi （式 1） 

Ui：i の属性の推計人数 

Pi：平林地域の人口に占める i の属性の人数 

αi：回答者全体の i の属性の人数に占める 

      該当者中の i の属性の割合 

 

U=U1+U2+U3+U4  （式 2） 

 

以上のような手順で推計した欠如している項目数毎

の推計人数を，平林地域の人口である 6,778(人)12)

で除すことにより，欠如している項目数毎の推計人

数が平林地域の人口に占める割合を算出した．これ

らの結果を表-6 に示す． 

 
表-6 欠如している項目数毎の推計人数および平林地域

の人口に占める割合 

欠如してい
る項目数

推計人数
（人）

全人口に占
める割合（%）

1項目以上 1049 15.5

2項目以上 469 6.9
3項目以上 288 4.3
4項目以上 175 2.6  

 

c) 排除基準の設定 

 3(3)で，移動に関する社会的排除者の割合が 4～

20%となる範囲で排除基準を設定することを述べた．

表-6 を見ると，この値に該当するのは，欠如して

いる項目数が 1 項目以上，2 項目以上，3 項目以上

の 3 種類であることが分かる．したがって，排除基

準を 1 項目，2 項目，3 項目の 3 種類設定すること

とした．そのため，社会的必需項目が 1 項目以上欠

如している人，2 項目以上欠如している人，3 項目

以上欠如している人，それぞれを 3 種類の移動に関

する社会的排除者として特定した． 

 

5. 移動に関する社会的排除者のための交通サ

ービスの提供内容 

 本章では，移動に関する社会的排除者の社会的排

除を解消するための交通サービスの提供内容として，

種類，サービス対象者，目的地とすべき活動施設を

明らかにする．そのため，前章で特定した移動に関

する社会的排除者の必要とする交通サービスの種類，

属性，移動できていない活動施設を明らかにする．

また，前章では 3 種類の移動に関する社会的排除者

を特定した．したがって，3 種類それぞれの移動に

関する社会的排除者の必要とする交通サービスの種

類，属性，移動できていない活動施設について明ら

かにする．まず最初に，排除基準を 1 項目と設定し

た場合について述べる． 

 

(1) 交通サービスの種類 

 交通サービスの種類を明らかにするために， そ

の結果，表-7 に示す通りとなった．なお，表中で

は，移動に関する社会的排除者を『社会的排除者』，

移動に関する社会的排除者でない人を『非社会的排

除者』と示している． 

 
表-7 回答者の必要とする交通サービスの種類と移動に

関する社会的排除者か否かのクロス集計表 

社会的
排除者

非社会的
排除者

計

人数（人） 80 387 467

割合（%） 17.1 82.9 100.0
人数（人） 7 6 13
割合（%） 53.8 46.2 100.0

人数（人） 87 393 480
割合（%） 18.1 81.9 100.0

集約型

個別対応
型

計
 

 

さらに，必要とする交通サービスの種類によって社

会的排除者の割合に差があるのか検証するため，フ

ィッシャーの正確確率検定を行った．その結果，有

意確率として 0.003 という値が得られた．よって，

有意確率 1%で個別対応型の交通サービスを必要と

する人の割合が高いと言える．個別対応型の交通サ

ービスは，実施団体にサービス提供を委ねるケース

が多く，行政ではあまり議論されてこなかった．し

かし，個別対応型の交通サービスの整備が必要であ

ることが分かった．一方で，集約型の交通サービス

を必要とする人も，回答者の約 16%を占めている．

しかし，1 回当たりのコストが高い個別対応型の交

通サービスで，これら全てに対応することは困難で

ある．したがって，集約型の交通サービスも必要で

あると言える． 



 

 

 

 以上より、交通サービスの種類としては，個別対

応型と集約型，両方の交通サービスが必要であるこ

とが分かった． 

 

(2) 交通サービスの対象者 

 前項で，交通サービスの種類としては，個別対応

型と集約型，両方の交通サービスが必要であること

が分かった．したがって，本項では，個別対応型と

集約型，それぞれの交通サービスの対象者を明らか

にする． 

a) 集約型 

 集約型の交通サービスの対象者を明らかにするた

めに，集約型の交通サービスを必要とする移動に関

する社会的排除者の年齢および障害者手帳保有状況

に着目した．具体的には，表-8 に示す属性によっ

て回答者を 2 分類し，移動に関する社会的排除者の

割合に差があるのか検証した．その結果，いずれの

分類においても，有意確率 5%で移動に関する社会

的排除者の割合に差があるとは言えないことが分か

った．したがって，集約型の交通サービスの対象者

は，年齢や障害者手帳保有状況によって限定できな

いことが分かった． 

表-8 回答者の分類方法 

年齢 高齢者・非高齢者
70歳以上・未満
後期高齢者・非後期高齢者
身体障害者手帳or精神障害者手帳有無
身体障害者手帳有無

障害者手帳
保有状況  

 

b) 個別対応型 

 個別対応型の交通サービスを必要とする移動に関

する社会的排除者は，回答者中 7 名であった．該当

者が少ないため，個別対応型の交通サービスの対象

者は考察程度に留まる． 

 個別対応型の交通サービスを必要とする移動に関

する社会的排除者の身体障害者手帳保有状況，要介

護・要支援認定状況に着目し，表-9 に整理した． 

 
表-9 個別対応型を必要とする移動に関する社会的排除

者の属性 

ID
欠如項
目数

年齢
要介護・
要支援

身体障害
者手帳

精神障害
者手帳

1 9 44 × × ×

2 3 不明 ○ ○ ×
3 3 87 ○ ○ ×
4 2 67 ○ ○ ×

5 2 68 ○ ○ ×
6 1 76 不明 不明 不明

7 1 86 ○ ○ ×  
 

この結果，身体障害者と要介護・要支援認定者のど

ちらでもない人（ID1）が存在した．誤回答かどう

か確認するため，既往研究 13)で提案された個別対

応型の交通サービスを必要とする人の判別方法を用

いた．その結果，個別対応型の交通サービスを必要

とする人として判別された． 

 個別対応型の交通サービスの対象者は，身体障害

者や要介護・要支援認定者に限定されることが多い．

しかし，これら以外の人にもサービス対象者を広げ

る必要がある可能性があることが分かった． 

c) 移動に関する社会的排除者のその他の特徴 

 移動に関する社会的排除者の年齢や身体状況以外

の属性に着目した．その結果，「暮らし向きが苦し

い」と回答した人ほど，有意確率 1％で，移動に関

する社会的排除者の割合が高いことが分かった． 

 
表-10 暮らし向きで分類した移動に関する社会的排除

者・非社会的排除者の人数及び割合 

社会的排除者 非社会的排除者計

人数(人) 20 37 57

割合(%) 35.1(%) 65.0(%) 100(%)
人数(人) 27 104 131
割合(%) 20.6(%) 79.4(%) 100(%)
人数(人) 30 207 237
割合(%) 12.7(%) 87.3(%) 100(%)
人数(人) 3 23 26
割合(%) 11.5(%) 88.5(%) 100(%)
人数(人) 0 10 10
割合(%) 0(%) 100(%) 100(%)

計 人数(人) 80 381 461

ややゆとり
がある

ゆとりがあ
る

大変苦しい

やや苦しい

普通

 
 

(3) 交通サービスの目的地とするべき活動施設 

a) 集約型 

 集約型の交通サービスの目的地を明らかにするた

め，まず，集約型を必要とする移動に関する社会的

排除者の移動できていない行先を表-11 に整理した．

表-11 より，区域外に移動できていない人が多数存

在することが分かる．したがって，区単位のサービ

スではなく，市のサービスとして目的地を設定した

方がよいと言える． 

 
表-11 集約型を必要とする移動に関する社会的排除者の

移動できていない行先 

住之江区内住之江区外不明・無回答
欠如している
項目の総数

欠如総数 90 54 32 176

割合(%) 51.1(%) 30.7(%) 18.2(%) 100(%)  
 

 次に，移動できていない行先が「住之江区内」で

あう回答に着目した．その上で，社会的必需項目の

各項目について，欠如している人の人数を欠如して

いる項目数毎に整理したものを表-12 に示す。表-

12 を見ても分かるように，特定の項目でなく，

様々な項目が欠如していることが分かった．目的地

を病院に絞った病院バスの整備が検討されるケース

がある．しかし，このように目的地を特定の施設に

絞るのではなく，様々な施設を目的地として設定す

る必要があることが分かった． 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

表-12 欠如している項目数毎に整理した各項目の欠如し

ている人の人数 

項
目
数

医
療

食
料
購
入

就職
活
動・
面接

通
勤

習
い
事

職
業
訓
練

保育
施設
への
送迎

図
書
館

役
所

保
健
所

公
園、
広
場

ボラン
ティアや
社会奉
仕活動

趣味・
スポー
ツ活
動

町内
会の
活動
など

1 0 2 1 0 0 0 1 2 12 0 0 0 2 0

2 3 2 0 0 0 0 1 1 7 1 1 0 2 1
3 2 2 0 1 0 1 0 2 7 1 0 0 2 1
4 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1
5 1 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 4 4 0 1 1 1 2 7 14 5 3 1 4 5  
 

b) 個別対応型 

 個別対応型の交通サービスの目的地を明らかにす

るために，個別対応型を必要とする移動に関する社

会的排除者の欠如している項目および移動できてい

ない行先について整理した．その結果を図-1 に示

す． 

図-1 を見ても分かるように，移動できていない行

先については，「住之江区外」という回答が約半数

ある．また，欠如している項目については，医療の

項目が欠如している人がおらず，社会参加型の項目

が欠如している人が大多数であることが分かった．

したがって，個別対応型の交通サービスを整備する

際には、外出可能範囲として区域外の地域，外出目

的として社会参加型の活動もサービス対象に設定し

た方がよい可能性があることが分かった． 
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就職活動・面接

通学

習い事

保育施設への送迎

図書館

保健所

ボランティアや社会奉仕…

趣味・スポーツ活動

住之江区内

住之江区外

図-1 欠如している項目および移動できていない行   

先とその人数 

 

 以上までは，排除基準を 1 項目と設定した場合の

移動に関する社会的排除者の社会的排除を解消する

ための交通サービスの種類，対象者，目的地につい

て明らかにした．同様の方法で，排除基準を 2 項目，

3 項目と設定した場合の交通サービスの種類、対象

者，目的地について検証した．その結果，排除基準

を 2 項目，3 項目のいずれに設定しても，1 項目と

設定した場合と同様の結果が得られた． 

 

6. 結論 

 

 本研究では，都市部における移動に関する社会的

排除者の社会的排除を解消するための交通サービス

の提供内容として，交通サービスの種類，対象者，

目的地とするべき活動施設について明らかにした． 

 まず，移動に関する社会的排除者の特定方法につ

いて提案した．具体的には，18項目の社会的必需

項目を作成し，移動に関する社会的排除者の割合が

4～20%となるような排除基準を設定することを提

案した． 

 次に，提案した値に該当する排除基準は，1項目，

2項目，3項目の3種類であることが分かった．さら

に，この3種類いずれの排除基準を用いても，交通

サービスの提供内容について同様の結果が得られた． 

したがって，排除基準は，移動に関する社会的排除

者の傾向を捉えやすい 1 項目と設定することが望ま

しいと考えられる． 

 最後に，移動に関する社会的排除を解消するため

の交通サービスの種類，対象者，目的地とするべき

活動施設を明らかにした．その結果，交通サービス

の種類としては，個別対応型の交通サービスが必要

である一方で，集約型の交通サービスも必要である

ことが分かった．集約型の交通サービスに関しては，

年齢や障害者手帳保有状況によってサービス対象者

を限定できないことが分かった．さらに，目的地は，

区単位ではなく市のサービスとして設定するべきで

あること，特定の施設ではなく様々な活動施設を設

定する必要があることが分かった．個別対応型の交

通サービスに関しては，身体障害者や要介護・要支

援認定者以外の人もサービス対象として認定した方

がよい可能性があることが分かった．さらに，外出

可能範囲として区域外，外出目的として社会参加型

の活動もサービス対象とした方が良い可能性がある

ことが分かった． 

 また，「暮らし向きが苦しい」と回答した人ほど，

移動に関する社会的排除者の割合が高いことが分か

った．このことから，ある一定の所得以下の世帯に，

タクシーチケットや公共交通割引チケットの配布を

行う等の金銭的な補助を行うことが有効である可能

性があると考えられる． 

 本研究では，調査票の回収方法が郵送回収であっ

たため，個別対応型の交通サービスを必要とする人

の回答を充分に得ることができなかった．そのため，

個別対応型の交通サービスの提供内容は考察程度に

留まる．したがって，今後，個別訪問調査等を実施

し，個別対応型の交通サービスを必要とする人の回



 

 

 

答を充分に得る必要がある． 

 また，金銭的な補助のみで，移動に関する社会的

排除が解消するのか検証を行うことも今後の課題で

ある． 
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